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予算決算常任委員会 

 

 平成２１年１１月２４日午後１時３０分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎木田 守彦     ○小林  誠      嶋田 善行 

     浦野 圭司      辻  善次      木澤 正男 

     中西 議長 

 

２．理事者出席者 

    副  町  長  芳村  是    教 育 長  栗本 裕美 

    総 務 部 長  池田 善紀    総 務 課 長  乾  善亮 

    企画財政課長  西川  肇    住民生活部長  西本 喜一 

    福 祉 課 長  佐藤 滋生    環境対策課長  栗本 公生 

    国保医療課長  植村 俊彦    国保医療課参事  寺田 良信     

    都市建設部長  清水 建也    建 設 課 長  加藤 保幸 

    観光産業課長  川端 伸和    都市整備課長         藤川 岳志 

    上下水道部長  谷口 裕司    上 水 道 課 長  清水 孝悦 

    下 水 道 課 長  上田 俊雄    教委総務課長  野﨑 一也 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         藤原 伸宏    同   係   長         安藤 容子 

 

４．審査事項 

    別紙の通り 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

開会(午後１時３０分) 

署名委員 小林委員、嶋田委員 

 

 皆さんこんにちは。全委員出席されておりますので、ただいまより、

予算決算常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 はじめに、副町長の挨拶をお受けいたします。芳村副町長。 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

 それでは、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。署

名委員には、小林委員、嶋田委員のお二人を指名いたします。両委員

にはよろしくお願いいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとお

りであります。 

初めに、１．各課報告事項を議題といたします。ここでは１２月定

例会初日において承認または報告が予定されております、当委員会所

管の町長専決処分に係る承認案件等の報告などについて、あらかじめ

説明を受けることといたします。 

まず、（１）議会の委任による町長専決処分の報告について（平成

２１年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）について）、理事者の報

告を求めます。 乾総務課長。 

 

（１）議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２１年度

斑鳩町一般会計補正予算（第５号）について）でございます。この件

につきましては、前回の委員会でもご報告させていただきましたが、

職員のボランティア清掃中の通行車両への事故の関係でございます。 

去る７月１１日の午前９時頃でございますが、目安２丁目３番先の県

道大和高田斑鳩線の歩道の草刈作業を町職員で行っておりましたとこ

ろ、草刈機が跳ねた小石が県道を通行していた車の助手席側後部の窓



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

ガラスを直撃し破損させてしまいました。この事故によります車の修

理代として３万１３５円を支払うことで、車の所有者であります東京

都北区西ヶ丘１－２０－８－２０１ 株式会社ガレージサービス代表

取締役 永井正一氏との示談が平成２１年１０月１日に成立いたしま

したことから、同日付で損害賠償の額の決定につきまして専決処分さ

せていただきました。この損害賠償の額の決定に伴いまして、今回こ

の補正予算の額につきましても、同日付で専決処分させていただいた

ものでございます。資料１をご覧いただきたいと思います。まず、専

決処分書を朗読させていただきます。 

 

  （ 専決処分書朗読 ） 

 

この補正予算につきましては、既定の予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３万１千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ７８億２,６９５

万７千円とするものでございます。内容につきましては、予算に関す

る説明書に基づきまして説明をさせていただきます。補正予算書の４

ページをご覧いただきたいと思います。歳入でございますが、第２０

款諸収入、第５項雑入、第５目雑入、第６節雑入に総合賠償補償保険

金といたしまして、３万１千円を増額補正するものでございます。続

きまして歳出でございますが、５ページをご覧いただきたいと思いま

す。歳出では、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、

第２２節補償補填及び賠償金に、賠償金といたしまして新たに３万１

千円を補正するものでございます。予算書の１ページにお戻りいただ

きたいと思います。予算書を朗読いたします。 

 

 （ 予算書朗読 ） 

 

以上が補正予算の説明でございますけれども、なお、前回の委員会

で委員さんや議長さんからご質問、ご心配いただいておりましたので、

前回の１０月２４日に実施いたしましたボランティア清掃からは、草
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委員長 

 

 

嶋田委員 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

嶋田委員 

 

 

 

加藤課長 

 

 

 

 

 

 

嶋田委員 

 

刈り機を使用せず、ごみ等を拾う清掃活動を中心にボランティア清掃

を行っております。これからもそうした形で清掃活動を行ってまいり

たいと考えております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 嶋田委員。 

 

 ただいまボランティア活動、これからは草刈機を使わないというこ

とですけれども、それは職員のボランティア活動についてだけですか。

それとも、町で行う清掃活動については一切草刈機を使わないという

ことなんですか。 

 

 町が各自治会さんとかで協力していただいている「いかるがの里ク

リーンキャンペーン」とか、清流復活大作戦の時にはですね、従来か

ら草刈機は使用しておりませんので、これは当然ボランティア清掃で

草刈機を使用しないということでございます。 

 

 例えばね、三代川愛護会で草刈機を使っておられますわね、またそ

の他のところでも使っておられると思うんですけれども、それも使わ

ない、または使う、そこらへんはどうなんですか。 

 

 例えば、三代川愛護会という団体で出ましたけども、三代川愛護会

の団体につきましては、職員については機械は使わないと。ただ、愛

護会の方々については、それぞれ、議長も心配されておりましたよう

に使いなれている方、農家組合、水利組合の方が非常に多くおられま

すので、そういった方が使われるというふうには認識しております。

ただ、職員の方は手鎌等で対応したいというふうに考えております。 

 

 わかりました。ただしね、三代川愛護会でも今まで職員の方、草刈

機を使っておられます。効率の面からいうと、草刈機を使えばいいの
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委員長 

 

中西議長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

環境対策

ではないかなとは思います。なにもこういう事故があったから、一切

使わないというのは少しおかしいのではないかなと思います。先ほど

課長が使い慣れている方に使ってもらうと、そしたら職員さんもそう

いうふうな練習いったらおかしいですけれども、使い慣れるようにし

ていただければ、石を跳ねるというのはね、これは故意ではないんで

ね、そういう事故があったからやめるというのはちょっとおかしいん

ではないかなと思いますんでね。効率化の面から考えても使っていっ

てもいいんではないかなと、私は思います。以上です。 

 

 中西議長。 

 

 この前、僕ちょっと言わせていただきました。石を跳ねる事故とか

そういうことではなく、草刈機によって、よくあるのが足を切断した

とか、そういう事故起こってくるんで。その場合、今、職員の場合ボ

ランティアで行って、そういうふうな事故が起こった場合どういうふ

うな補償してもらえるのか、やっぱりそういう面がありますよってに、

できるだけそういう作業は避けてもらいたいということで、ちょっと

言いました。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、本件についてはあらかじめ説明を受けたという

ことで終わっておきます。 

次に、（２）町長専決処分について承認を求めることについて（平

成２１年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）について）、理事者の

報告を求めます。 栗本環境対策課長。 

 

 それでは、各課報告事項の（２）町長専決処分について承認を求め
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課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境対策 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることについて（平成２１年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）に

ついて）につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、去る８月２１日に開催されました当委員会

で､ご報告をさせていただいております。当町の清掃員がごみ収集車を

運転中､個人のお家の塀に接触し、塀の一部を破損させた事故の関係で

ございます。まず資料２をご覧いただきたいと思います。 

 専決処分書を朗読させていただきます。 

 

  （ 専決処分書の朗読 ） 

 

 この補正予算につきましては､去る６月２４日（水）午前８時３０分

頃、環境対策課、衛生処理場 清掃員 平嶋 滋巳が缶類・ビン類を収

集するため､３ｔダンプトラック車を運転中､神南３丁目１２番２８号 

大道一様宅前の資源物集積所で収集した後､Ｕターンをしようとバック

した際､大道様宅の塀に収集車の右後部を接触させ、損害を与えてしま

いました。この塀の修理代として､８０,８５０円を支払うことで､相手

方であります大道様との示談が１０月１４日に成立いたしましたこと

から､同日付で損害賠償の額の決定について専決処分させていただいた

ことに伴います補正予算ということで、同じく同日付けで専決処分を

させていただいたものでございます。既定の予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８万１千円を追加し､歳入歳出それぞれ７８億２,７０３万８千

円とするものでございます。内容につきましては､資料２の予算に関す

る説明書に基づきまして説明させていただきます｡ 

 補正予算書の４ページをお開きいただきたいと思います｡まず、歳入

でございますが､第２０款 諸収入、第５項 雑入、第５目 雑入、第

６節 雑入に自動車損害共済金といたしまして、８万１千円を増額補

正するものでございます｡５ページの歳出では､第４款 衛生費、第２

項 清掃費、第１目 清掃総務費、第２２節 補償補填及び賠償金に、

賠償金といたしまして､８万１千円を増額補正するものでございます。 

 補正予算書の１ページに戻っていただきまして､予算書を朗読させて



 - 7 - 

 

 

 

 

環境対策 

課長 
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課長 

木澤委員 
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課長 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

いただきます。 

 

  （ 予算書朗読 ） 

 

 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます｡よろしく

ご了承いただきますようお願いいたします｡以上です。 

 

報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 木澤委員。 

 

 事故は起こるものですから、この補正を認めないとうことではない

んですけれども、当日乗車は職員の方何人乗ってはったんですか。 

 

 ドライバーを含めて２名です。 

 

 先ほどバックで壁に当てたというふうにおっしゃってましたけども、

後方確認をもう１人、助手席にいた者乗ってはると思うんですけども、

その方が降りて確認はしなかったんですかね。 

 

 前回の委員会でもお答えをさせていただきましたけれども、後方確

認は行っておりませんでした。なお、今回接触した部分が運転席側の

右後部ということで、同乗者は後を確認してなかったということにな

ります。 

 

 以前からバックの際の事故については、降りて確認をすれば防げる

ものがあったんじゃないかなと、今回も降りて確認すればそうした事

故は起こらなかったんじゃないかなというふうに思うんです。以前に

西本部長にでしたっけね、マニュアルを作って、バックをする際には

必ずもう１人の方が降りて確認をするようにしたらどうですかという

ふうにお尋ねした時に、その時はステッカ－を貼って対応するとおっ
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嶋田委員 

 

 

 

環境対策

しゃってたんですけども、その後の対応についてはどう考えてはるん

ですかね。 

 

 その後の対応につきましては、マニュアルは作成をいたしておりま

す。職員のほうにも周知はしております。それからステッカーにつき

ましても運転席のほうには貼っておりますが、今回の事故につきまし

ては、運転者側の確認で当たっているということで、このような事故

がおこったと、今後もバックについては助手席の者が確認をするよう

にということで徹底をしてまいりたいとこのように思っております。 

 それから事故が起こりました後、今年も８月に法隆寺自動車学校か

ら講師を呼びまして、安全運転講習を行ったところでございます。そ

ういったことを今後も続けていかなければならないかなと、このよう

に思っております。 

 

 マニュアルを作って対応をしていただいているということなんで結

構なんですけども、こういう事故は必ず起きますんでね、起きたらそ

の教訓を次に生かせるようにしていっていただきたいと思います。 

 

 ほかに。 嶋田委員。 

 

 ここ運転手は何名いらっしゃるんですか。 

 

 収集作業員につきましては１２名で収集を行っております。それぞ

れローテーションを組んで運転をしている状況であります。 

 

 １２名いらっしゃるということですけれども、これを除けて過去に

僕覚えてるだけでも、２件ほどあったと思うんですけれども、全部運

転手は違うんですか。 

 

 ２年前に２件事故があって、昨年はなくて今回１件、それぞれドラ
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課長 

イバーは違う職員であります。 

 

 １２名いらっしゃって同じ方ではないということなんですけども、

先ほど、西本部長からも講習を受けてんねんということですけれども、

以前にも言いましたけれども、１回だけの講習やなしにね、継続・反

復してやっていくようにお願いしておきたいと思います。 

 

 以前ご指摘を受けましてから、また今年も、それは一昨年に警察の

方から講師をお呼びして自動車の安全運転講習を行いました。今年も

事故が起こったということで、そのことも踏まえまして、法隆寺自動

車学校から講師をお呼びして安全運転講習を行いました。今後は毎年

年１回は安全運転講習を行ってまいりたいとこのように思っておりま

す。以上です。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、本件についても１２月議会初日に承認を求めら

れることと思いますので、あらかじめ説明を受けたということで終わ

っておきます。 

次に、２．継続審査、（１）予算補正を必要とする事務事業につい

てを議題といたします。１２月定例会に提案を予定されております一

般会計及び各特別会計にかかる補正予算について、あらかじめ説明を

お受けしたいと思います。 

 まず初めに、①平成２１年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）に

ついて、理事者の説明を求めます。 西川企画財政課長。 

 

 それでは、平成２１年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）の内容

につきましてご説明をさせていただきます。お手元の資料３をご覧い
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ただくようお願いいたします。 

 まず今回の補正の説明に入る前に、この補正予算には人事院勧告等

に伴います人件費の補正が含まれておりますことから、その内容につ

きまして若干説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。国家公務員の給与に関する人事院勧告に伴う給与改正法が本臨時

国会で、今､審議中でございます。当町におきましては、従来から国家

公務員の給与に準拠してきておりますことから、国の給与法案が可決

され公布・施行されれば当町の給与条例につきましても、これに準拠

した改正を行いたいと考えております。今回の人事院勧告の主な内容

でございますが、まず１点目としては給料表の改定でございます。町

職員の平均改定率は０．１７％のマイナスで、引下げ額は２００円か

ら１２００円という幅の値下げとなっております。次に２点目でござ

います。本年１２月に支給いたします期末・勤勉手当の月数でござい

ます。一般職の職員の期末手当につきましては現行の１．６月から１．

５月に０．１月の引下げ、勤勉手当につきましては現行の０．７５月

から０．７月に０．０５月の引下げ、合計で０．１５月の引下げとな

っております。また常勤の特別職の期末手当につきましても０．１０

月の引下げとなります。なお、人事院勧告では一般職の期末・勤勉手

当の引下げを０．３５月といたしておりますが、本年６月期の期末・

勤勉手当を暫定的に引下げ、０．２月分につきましては暫定的に引下

げました０．２月分につきましては、今回の勧告の引下げに充当する

ことといたしております。次に３点目でございます。年間給与での引

下げ分の調整で平成２１年４月から１１月までの月例給、及び６月期

の期末･勤勉手当にかかります格差相当分の額を１２月期の期末手当で

減額調整することとしております。今回の人件費の補正予算は他に職

員共済組合負担金の率の改正に伴う補正等もございますことから、今

回必要なその所要額を、それぞれの費目において計上させていただい

ております。なお、主な人件費の補正額につきましては、給料表の改

定で約８０万円の減額、また期末･勤勉手当で約１,５００万円の減額、

職員共済組合の組合負担金で約９５０万円の増額となる見込みであり
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ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、今回の補正予算の内容につきましてご説明をさせていた

だきます。まず、今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１,２３１万３千円を追加し、歳入歳出それぞれ７８

億３,９３５万１千円とするものであります。それでは、主な補正内容

についてご説明いたします。 

はじめに、歳入予算の補正を説明いたします。まず、第１４款 国

庫支出金の民生費国庫負担金では、児童手当の交付が当初の見込みを

上回ることから、その国庫負担相当額２１１万９千円の増額補正を行

うものでございます。総括表では、非被用者児童手当負担金から下５

項目が児童手当に関するものでございまして、その５項目合わせまし

て２１１万９千円の増額補正でございます。 

 次に、民生費国庫補助金では、国の平成２１年度、第１次補正予算

により実施が予算化されておりました子育て応援特別手当が、その執

行を停止されたことから、一部執行済みの事務費分を除きまして３,

０６４万１千円の減額補正を行うものでございます。子育て応援特別

手当交付金と、その下の事務取扱交付金を合わせまして３,０６４万１

千円の減額となっております。次に、教育費国庫補助金では、幼稚園

就園奨励費補助金において、私立幼稚園就園奨励事業の認定者数が当

初見込みを上回ることから、その国庫補助相当額４３万５千円の増額

補正を行うものでございます。 

続きまして、第１５款 県支出金の民生費県負担金では、国庫負担

金と同様の理由によりまして、児童手当に係る県費負担額８４万７千

円の増額補正を行うものでございます。次に、衛生費県補助金では、

国の平成２１年度、第１次補正予算の地域環境保全対策費等補助金で、

要望していました法隆寺ｉセンターの省エネ電灯の導入や空調機の更

新が採択されましたことから、１,７００万円の追加補正を行うもので

す。なお、補助率は１００％となっておりまして、一般財源の投入は

不要となっております。 

 次に、新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金について、
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新型インフルエンザワクチンの接種が開始されておりますが、低所得

者の方の経済的負担軽減を目的としまして、助成制度が創設されまし

たことから、１,３５３万８千円の追加補正を行うものです。 

 次に、商工費県補助金では、要望しておりました緊急雇用創出事業

補助金が交付決定されましたことから、４３５万６千円の追加補正を

行うものです。なお、その活用につきましては、業務増等に伴います

臨時職員の雇用に充当してまいります。 

また、総務費県補助金では、防災情報通信設備整備事業交付金にお

きまして、国の平成２１年度第１次補正予算により、全額国費で全国

瞬時警報システムが整備されますことから、４４３万８千円の追加補

正を行うものです。この全国瞬時警報システムとは、大規模災害や武

力攻撃事態が発生した際に、国民の保護のために必要な情報を通信衛

星を用いまして、瞬時に地方公共団体に伝達することができ、早期の

避難や予防措置などを促し、被害の軽減を図るものです。なお、これ

につきましても補助率は１００％となっておりまして、一般財源の投

入は不要となっております。 

 続きまして、第１７款寄附金の教育費寄附金では、ふるさと納税で

１１名から、１１月２日、３日の史跡藤ノ木古墳特別公開時の募金、

町立図書館メモリアルブックに１名からご寄附があったことから、合

わせまして１４万６千円の増額補正を行うものです。次に、総務費寄

附金では、ふるさと納税によりまして１名の方から文化振興基金へご

寄附があり３万円の追加補正を、次に福祉費寄附金では、ふるさと納

税によりまして、２名の方と１団体からご寄附がありまして２万５千

円の増額補正を。また都市計画費寄附金では、ふるさと納税により２

名の方からご寄附があり２万円の増額補正を行うものです。 

次に、歳出予算の補正の説明をいたします。資料の裏面、歳出の総

括表をご覧いただきたいと思います。 

はじめに、第１款 議会費では、事務局職員の人件費所要額といた

しまして１４５万８千円増額補正をお願いしております。 

次に、第２款 総務費では、人件費所要額の１６３万９千円の増額
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補正をお願いしております。次に、一般管理費の臨時職員の雇用では、

業務の増や育休・産休代替、介護認定調査員等の臨時職員の雇用によ

りまして、臨時職員賃金等で５４４万３千円の増額補正をお願いして

おります。また、同じく一般管理費の全国瞬時警報システムの整備で

は、全国瞬時警報システムを整備する所要額４４３万８千円の追加補

正をお願いしております。次に、財政管理費のふるさと納税事務では、

ふるさと納税が今年度も順調に伸びてきておりまして、そのお礼につ

いて４万５千円の増額補正をお願いしております。続きまして、企画

費の文化振興基金への積立では、いただきましたご寄附を積立てるこ

とから３万円の追加補正を行うものです。 

 続きまして、第３款 民生費では、人件費所要額の１７３万６千円

の増額補正をお願いしております。次に、社会福祉総務費の国民健康

保険事業への支援としまして、国民健康保険事業特別会計の人件費の

予算補正に伴いまして、国保職員給与費等繰出金で４３万１千円の増

額補正をお願いしております。次に、福祉基金への積立では、福祉費

寄附金のうち、福祉基金への積立を希望されました５千円について増

額補正を行っております。なお、福祉費寄附金のうち２万円につきま

しては、児童福祉の充実及び健康づくりの推進に充当をご希望されて

おりますことから、児童福祉費及び衛生費の健康増進事業費にそれぞ

れ充当させていただいております。次に、介護保険事業繰出費の介護

保険事業への支援では、介護保険事業特別会計の人件費の予算補正に

伴いまして、職員給与費繰出金２３万８千円の減額補正をお願いして

おります。次に、児童福祉総務費の幼児２人同乗用自転車購入費の助

成におきまして、助成事業を実施することから１００万円の追加補正

をお願いしております。次に、児童手当費では、児童手当の給付にお

きまして、児童手当の交付見込みが当初の見込みを上回りますことか

ら３８１万５千円の増額補正をお願いしております。また、子育て応

援特別手当支給事業費では、その執行を停止しましたことから３,０６

４万１千円の減額補正をお願いしております。 

 続きまして、第４款 衛生費では、人件費所要額の４３万４千円減
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額補正をお願いしております。次に、感染症予防費の新型インフルエ

ンザワクチンへの対応において、ワクチン接種の低所得者向け助成事

業を実施するとともに、妊婦・１歳未満の保護者・１歳から中学生ま

での子どもについて、その所得状況にかかわらず町独自で助成を行い

ますことから、その所要額としまして３,６３７万７千円の追加補正を

お願いしております。 

 続きまして、第５款 農林水産業費では、人件費所要額の８万６千

円の減額補正をお願いしております。 

続きまして、第６款 商工費では、人件費所要額の６３万円減額補

正をお願いしております。次に、法隆寺ｉセンター管理費の法隆寺ｉ

センターの充実では、省エネ電灯導入及び空調機の更新を実施のため、

その所要額としまして１,７００万円の追加補正をお願いしております。 

 続きまして、第７款 土木費では、人件費所要額の４１万５千円の

減額補正をお願いしております。次に、公共下水道費の公共下水道事

業への支援では、公共下水道事業特別会計の人件費の予算補正に伴い

まして、公共下水道事業特別会計繰出金２万１千円の減額補正をお願

いしております。次に、公園費の公園の維持管理では、緊急に対応す

べき公園遊具の修繕及び修繕を実施される自治会への助成について、

当初の見込を上回りましたことから、その所要額としまして１５１万

２千円の増額補正をお願いしております。 

 次に、第８款 消防費では、人件費所要額１００万円増額補正をお

願いしております。 

続きまして、第９款 教育費では、人件費所要額の３２０万８千円

減額補正をお願いしております。次に、私立学校振興費の私立幼稚園

就園の奨励において、私立幼稚園就園奨励事業の認定者数が当初見込

みを上回ることから、その所要額としまして１３０万５千円の増額補

正をお願いするものであります。次に、文化財保存費の斑鳩の里歴史

文化遺産保存・活用基金への積立において、教育費寄附金にいただい

たご寄附を積立てることから１３万円の増額補正を行うものでありま

す。また、教育費寄附金のうち残り１万円につきましては、埋蔵文化
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委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財の発掘調査に充当を希望されておりますことから、財源振替を行っ

ております。続きまして、図書館管理運営費の町立図書館蔵書の充実

におきまして、町立図書館メモリアルブックのご寄附をいただいたこ

とから、図書購入費６千円の増額補正を行っております。 

最後に、第１２款 予備費では、今回の補正に要します財源としま

して２,９３８万４千円を充当させていただく補正をお願いするもので

あります。 

 以上で、平成２１度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）につきまし

てのご説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 木澤委員。 

 

 人勧の関係の人件費の所要額のところなんですけども、科目によっ

て増額になっているところがありますけど、これはどういうことです

か。 

 

 人件費の関係で、例えば議会費でございますけれども、増額になっ

ているということでございますけれども、これにつきましては、議会

事務局の職員が今現在、育児休業を取得しておりますが、この育児休

業の期間中に第２子を出産する予定になったことから、その時点で産

前産後休暇を取得する、これは特別休暇でありまして、しかも有給に

なりますので、実際には勤務についてないんですけれども、産前産後

休暇を取得したことによって給与が発生するということで、当然他の

事務局の職員の方は勤勉手当引き下げがあるんですけども、トータル

で増額になっているという結果でございます。それと、時間外勤務手

当の増額補正も他の費目でございましたので、その辺の兼ね合い、そ

れと共済、先ほども説明がありましたけども、共済組合の負担金もご

ざいましたんで、それも含めた中で費目によっては増額になっている

ところがあるということでございます。 
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木澤委員 

 

 

 

 

 そしたら人勧だけじゃないということですね、この人件費は。 

 それとですね、もう１点。人勧にかかわって総務委員会の中で職員

組合のほうがどういうふうに言っているのかちょっとお尋ねした際に、

総務課長は理解をしてもらっているという答弁をされたと思うんです

けども、その後、その組合のほうに話を聞きますと、今回人勧に関し

て理解できないということで町には伝えたというふうにお聞きして、

答弁と事実と違うんじゃないかなというふうに思うんですけども、そ

れはどういうことなんですか。 

 

 １１月の１９日に労働組合と人勧にかかります町の職員の給与の改

正の考え方ですね、これを組合のほうに示させていただきました。そ

の話の中で当然、町の職員の給料、ボーナスを民間レベルに引き下げ

るということについては、組合としてもこういった社会情勢でござい

ますので、一定理解は示していただいております。そういうことで理

解は示していただいたという答弁をさせていただいたんですけども、

ただ、その中で以前からの組合からの要望事項であります事務時間の

短縮、現在８時間でございますけども、これを７時間４５分の１５分

の短縮というのが、平成２０年度の人事院勧告で出ておるわけですけ

ども、これを是非、今年の人事院勧告と合わせて実施してほしいとい

う組合からの要望が出ておりまして、これを合わせてやってほしいと

いうことでございましたんで、この１５分の勤務時間の短縮について

は現在の社会情勢の中では難しいということで、一緒にはできないと

いうことで組合にも話をいたしましたので、組合としてはトータルで

は容認できないという答えだったと思います。 

 

 そういうことだったら事実であるかなというふうに思うんですけど

もね、あの時、答弁をしてはった時に組合としては理解してもらって

いますと、ぽんと一言で言いはったんで。最終的にはトータル的に、

その時短の分も含めて認められないという回答だったので、その点を
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はっきりさせておきたかったので、質問させてもらいましたけど、そ

れでしたら結構です。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。本件につ

いては、一定の審査を行ったということで終わっておきます。 

次に、②平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 植村国保医療課長。 

 

 それでは、平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）について、説明いたします。今回の補正につきましては、人件費

についてでございます。先ほどの話にもありましたように、人事院勧

告に準じます給与条例改正の改正に伴います減額と、共済組合負担金

及び時間外勤務手当等に係ります増額にかかるものでございます。そ

れでは、資料４の総括表（案）をもって説明させていただきたいと思

います。 

 まず、歳入でございます。第８款 繰入金で、一般会計繰入金にお

きまして、職員給与費にかかります繰入金といたしまして４３万１千

円の増額をお願いするものでございます。次に、歳出でございます。

第１款 総務費におきまして、人件費所要額といたしまして歳入と同

額の４３万１千円増額をお願いするものでございます。 

予算額に、歳入歳出それぞれ４３万１千円を増額いたしまして、予

算総額を歳入、歳出それぞれ３３億９,０７３万２千円とするものでご

ざいます。以上、簡単ではございますが、平成２１年度国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）についての説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 
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 報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。本件についても、一定の審査

を行ったということで終わっておきます。 

次に、③平成２１年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 上田下水道課長。 

 

 それでは、平成２１年度 斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてご説明申し上げます。資料－５をご覧いただけま

すでしょうか。 

既定の歳入歳出予算の総額に２万１千円を減額し、歳入歳出の総額

をそれぞれ１３億５,３１３万５千円とするもので、人事院勧告等に伴

います人件費の減額補正をお願いするものでございます。 

それでは、内容につきましてご説明申し上げます。歳入につきまし

ては、第４款 繰入金で、現行予算額３億６,７１１万３千円に２万１

千円を減額し、３億６,７０９万２千円に、次に歳出につきましては、

第１款 公共下水道費で、現行予算額９億３,７８７万２千円に２万１

千円を減額し、９億３,７８５万１千円に補正を行うものでございます。 

以上、簡単ではございますが、１２月議会定例会に提出を予定いた

しております、平成２１年度 斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてのご説明とさせていただきます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 
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委員長 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。本件につ

いても、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わります。 

次に、④平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 佐藤福祉課長。 

 

 それでは、平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、説明させていただきます。資料６、平成２１年

度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）歳入、歳出総括表

（案）により、説明させていただきます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３万８千円を減

額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ１５億６,５２１万１千円とするも

のでございます。その内容につきましては、一般会計でも説明がござ

いました人事院勧告等によりまして、人件費につきまして、歳入では

繰入金、歳出では、総務費において減額補正をするものでございます。

以上、簡単ではございますが、平成２１年度 斑鳩町介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）についての説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。本件につ

いても、報告を受け一定の審査を行ったということで終わっておきま

す。 

 次に、⑤平成２１年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 

 清水上水道課長。 

 



 - 20 - 

上下水道

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 それでは、平成２１年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついてご説明いたします。 

 お手元の資料７をご覧ください。今回の補正につきましては人事院

勧告に伴う職員給与等の補正をお願いするものでございます。 

 第１款水道事業費用、第１項営業費用、１目 原水及び浄水費で３

万１千円の増額、２目 配水及び給水費で８万８千円の減額、４目 総

係費で１５万円の増額、そして４款 予備費、１項 予備費、１目予

備費におきまして９万３千円の減額補正とし、総額をかえずに予備費

で調整するものでございます。以上、１２月議会定例会に提出を予定

しております、平成２１年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第３号）

についてのご説明とさせていただきます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。本件につ

いても、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わっておき

ます。 

 他に、理事者側から補正予算が予測されるなど、何か報告しておく

ことはございませんか。 

  

  （ な  し ） 

 

 以上、継続審査については、終わります。 

 次に、３．その他について、委員のほうから何かございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 ないようですので、その他についてもこれをもって終わります。 
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委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 これをもって、本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 それでは、閉会にあたり副町長の挨拶をお受けします。 

 芳村副町長。 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

 これをもって予算決算常任委員会を閉会いたします。 

 ご苦労様でした。 

 

               （ 午後２時２１分 閉会 ） 

 

 

 


